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１【提出理由】

　2023年６月27日開催の当行第23期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の

５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも

のであります。

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2023年６月27日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役９名選任の件

取締役として、五味　廣文、川島　克哉、畑尾　勝巳、寺澤　英輔、早﨑　保浩、道　あゆみ、

寺田　昌弘、瀧口　友里奈および谷崎　勝教の各氏を選任する。

 

第２号議案　監査役１名選任の件

監査役として、赤松　育子氏を選任する。

 

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、盛永　浩行氏を選任する。

 

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果

（賛成の割合）

第１号議案

　五味　廣文

　川島　克哉

　畑尾　勝巳

　寺澤　英輔

　早﨑　保浩

　道　あゆみ

　寺田　昌弘

　瀧口　友里奈

　谷崎　勝教

 

1,758,733

1,764,422

1,765,845

1,766,915

1,768,551

1,768,560

1,768,555

1,767,504

1,739,709

 

97,345

91,657

90,236

89,166

87,530

87,521

87,526

88,577

116,369

 

259

259

259

259

259

259

259

259

259

（注1）  

可決（94.325％）

可決（94.630％）

可決（94.706％）

可決（94.763％）

可決（94.851％）

可決（94.852％）

可決（94.851％）

可決（94.795％）

可決（93.304％）

第２号議案

　赤松　育子

 

1,774,672

 

81,431

 

259

（注1）  

可決（95.178％）

第３号議案

　盛永　浩行

 

1,771,977

 

84,127

 

259

（注1）  

可決（95.034％）

（注1）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決

権の過半数の賛成であります。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計によ

り、全ての議案について、可決されるための要件を満たしたことが明らかになり、会社法上適法に決議が成立したた

め、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

 

以上
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